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アボットメディカルジャパン合同会社 

VASCULAR 事業部 

〒108-6304 
東京都港区三田 3-5-27 
住友不動産東京三田サウスタワー４階 

T: 03‐4560‐0780 
F: 03‐4560‐0781 

2026 年 5 月吉日 
 
お得意様各位 

 
アボットメディカルジャパン合同会社 

バスキュラー事業部 ジェネラルマネージャー 
ハタ シンタロウ フランシス 

 
 

Amplatzer™ バスキュラープラグ 
販売業者変更に関して 

 
謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品へ格別のお引立てを賜

り、厚く御礼申し上げます。  
 
2026 年 8 月 1 日より、Amplatzer™ バスキュラープラグの販売業者が、メディキット株式会社に変更

となりますので、ご案内申し上げます。 
 
Amplatzer™ バスキュラープラグは、動静脈奇形や動脈瘤などの末梢血管疾患の治療において、不要

な血流を遮断（塞栓）するために使用される自己拡張型の塞栓デバイスであり、2013 年 5 月より国

内販売を開始して以来、医療現場において豊富な実績を有しております。 
2026 年 8 月 1 日以降もメディキット株式会社の全国的な販売ネットワークを最大限に活用し、医療

従事者の皆様へ本製品を安定的にお届けすることで、低侵襲治療のさらなる普及と患者様の QOL 向

上に貢献してまいります。 
 
販売業者変更に伴う手続きの詳細につきましては、6 月 1 日以降に改めてアボットメディカルジャパ

ン合同会社ならびにメディキット株式会社の両社よりご案内させていただきます。販売業者変更に際

し、日頃ご愛顧いただいておりますお客様には、ご面倒をおかけすることとなりますが、何卒ご理解

とご協力の程お願い申し上げます。 
 
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬白 
 

 
記 

 
 
特定保険医療材料分類  II 133 血管内手術用カテーテル（17）血管塞栓用プラグ 
 

一般的名称（ JMDN コード）： 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材（35449004）  
     血管内塞栓促進用補綴材（35449003） 
ク ラ ス 分 類： IV（高度管理医療機器） 
販 売 単 位： 1 セット 
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販売名: AMPLATZER バスキュラープラグ（AVP） 
承認番号：22400BZX00361000 

カタログ番号 サイズ （mm） JAN コード（GTIN-13） 

9-PLUG-004 4 0811806011448 

9-PLUG-006 6 0811806011455 

9-PLUG-008 8 0811806011462 

9-PLUG-010 10 0811806011479 

9-PLUG-012 12 0811806011486 

9-PLUG-014 14 0811806011493 

9-PLUG-016 16 0811806011509 

 
販売名: AMPLATZER バスキュラープラグⅡ（AVP2） 
承認番号：22500BZX00157000 

カタログ番号 サイズ （mm） JAN コード（GTIN-13） 

9-AVP2-003 3 0811806010342 

9-AVP2-004 4 0811806010359 

9-AVP2-006 6 0811806010366 

9-AVP2-008 8 0811806010373 

9-AVP2-010 10 0811806010380 

9-AVP2-012 12 0811806010397 

9-AVP2-014 14 0811806010403 

9-AVP2-016 16 0811806010410 

9-AVP2-018 18 0811806010427 

9-AVP2-020 20 0811806010434 

9-AVP2-022 22 0811806010441 

 
販売名: AMPLATZER バスキュラープラグ 4（AVP4） 
承認番号：22600BZX00240000 

カタログ番号 サイズ （mm） JAN コード（GTIN-13） 

9-AVP038-004 4 0811806012346 

9-AVP038-005 5 0811806012353 

9-AVP038-006 6 0811806012360 

9-AVP038-007 7 0811806012377 

9-AVP038-008 8 0811806012384 
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令和 8 年 3 月 5 日 保医発 0305 第 1 号 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項

について」 
ア 心臓及び頭蓋内血管を除く、動静脈奇形、瘤、動静脈瘻等の異常血管、出血性病変、肝臓腫瘍

の栄養血管のうち、直径２mm 以上の血管に使用した場合に算定できる。なお、患者の血管病変部

の所見（直径を含む。）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 
イ プッシャーワイヤー及びローダーは別に算定できない。 
 

以上 


